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※購入申込フォームからお申込み頂けます。 
 

 

 

身体拘束をする理由の多くは利用者の転倒・骨折を予防するためと言われている。しかし、安全確保の名の

もとに長期にわたり利用者を動けなくする行為は、いずれは転倒・骨折のリスクを上回る寝たきり・褥瘡・関節

拘縮という更に大きな弊害につながるリスクを孕んでいる。 
 

身体拘束禁止については、平成 30 年 4 月より滞在・居住系のサービスに係る運営規定及び介護報酬の身

体拘束廃止未実施減産率が改定され、その適正化の推進強化が図られたところである。 
 

本書は、利用者の尊厳の保持に向けた行政の動向を踏まえ、直接・間接を問わずケアに関わるすべての人

への警告の書である。 
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